
国
立
国
会
図
書
館
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
し
た
手

続
に
関
す
る
規
則 

（
令
和
三
年
八
月
三
十
一
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
三
号
） 

改
正 

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
三
号  

（
情
報
通
信
技
術
を
利
用
し
た
手
続
） 

第
一
条 

国
立
国
会
図
書
館
の
規
則
（
国
立
国
会
図
書
館
事
務
文
書
開
示
規
則

（
平
成
二
十
三
年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
四
号
）
、
国
立
国
会
図
書
館
の

保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
国
立
国
会
図

書
館
規
則
第
四
号
）
、
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
（
令
和
四
年
国
立

国
会
図
書
館
規
則
第
一
号
）
、
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
制
限
措
置
に
関

す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
二
号
）
及
び
国
立
国

会
図
書
館
視
覚
障
害
者
等
用
資
料
送
信
及
び
貸
出
規
則
（
平
成
二
十
五
年
国

立
国
会
図
書
館
規
則
第
六
号
）
を
除
く
。
以
下
単
に
「
規
則
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
り
、
書
面
等
（
書
面
、
書
類
、
文
書
そ
の
他
文
字
、
図
形
そ
の

他
の
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙

そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
、
保
存
、
提
出
、

通
知
等
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
則
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
書
面
等
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記

録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
作
成
、

保
存
等
を
行
い
、
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
国
立
国
会
図
書
館
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
そ
の
手
続
の

相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子

情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報

通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
、
通
知
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
手
続
に
つ
い
て
は
、
当
該
手
続

に
関
す
る
他
の
規
則
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み

な
し
て
、
当
該
規
則
そ
の
他
の
当
該
手
続
に
関
す
る
国
立
国
会
図
書
館
の
法

規
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技

術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
提
出
、
通
知
等
は
、
当
該
提
出
、
通

知
等
を
受
け
る
べ
き
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
当
該
提
出
、
通
知
等
を
受
け
る
べ
き
者
に
到
達

し
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
適
用
除
外
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
の
規
定
は
、
国
立
国
会
図
書
館
中
央
館
に
お
け
る
資
料
の

利
用
並
び
に
中
央
館
及
び
支
部
図
書
館
資
料
の
相
互
貸
出
し
に
関
す
る
規
則

（
令
和
四
年
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
二
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
貸
出
票
を
用
い
て
行
う
手
続
に
は
適
用
し
な
い
。 

２ 

手
続
の
う
ち
当
該
手
続
に
関
す
る
他
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
電
磁
的
記

録
に
よ
り
作
成
、
保
存
等
を
行
い
、
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
、
通
知
等
を



行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う

こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
 

 

附 
則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
国
立
国
会
図
書
館
規
則
第
三
号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
五
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


